手話通訳者派遣事業実施要綱

１　目的

　　聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者に、手話通訳の方法により、障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

２　実施主体

　　市町村とする。ただし、事業を社団法人高知県聴覚障害者協会（以下「聴障協」という。）に委託することができるのものとする。この場合、実施主体はこの聴障協に対して当該事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものである。

３　事業内容

　　意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行う。

４　手話通訳者

　　手話通訳者養成講座を修了し、登録試験に合格し聴障協が認定した者のうち、通訳者として登録を行った者。（同等の技術を有することを聴障協が認めた者を含む）

５　対象者

　　県内に居住する聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者

６　対象となる派遣内容

　　原則、個人からの依頼で市町村が派遣を認めた場合

（例：役場や学校、病院等で説明を受けたり、協議が必要な場合）

７　実施方法

【聴障協に派遣依頼があった場合】（フロー図１）

（1） 手話通訳者の派遣を必要とする者（以下「派遣希望者」という。）から依頼を受けた聴障協は、派遣希望者が居住する市町村に手話通訳者派遣依頼通知書（様式１）を送信する。

（2） 市町村は、派遣を必要と認めた場合、担当者が確認印を押印して聴障協に返信する。

（3） 聴障協は、登録手話通訳者の派遣について調整を行う。

（4） 聴障協は、派遣希望者及び市町村に手話通訳者派遣決定通知書（様式２）を送信する。

（5） 手話通訳を行う。

（6） 登録手話通訳者は、聴障協に実績報告書（様式３）を提出する。

（7） 聴障協は四半期毎（７、１０、１、４月の各１０日まで）に実績を取りまとめ、派遣事業を実施した市町村に対して請求する。（様式４）

　　※　事前に市町村の確認を取ることを原則とするが、やむを得ない事情により急遽派遣が必要になった場合は、市町村の確認が派遣後になる場合もある。(夜間、土日の急病等)

【市町村に派遣依頼があった場合】（フロー図２）

（1） 手話通訳者の派遣を必要とする者（以下「派遣希望者」という。）から依頼を受けた市町村は、聴障協に手話通訳者派遣依頼書（様式５）を送信する。

（2） 聴障協は、登録手話通訳者の派遣について調整を行う。

（3） 聴障協は、派遣希望者及び市町村に手話通訳者派遣決定通知書（様式２）を送信する。

（4） 手話通訳を行う。

（5） 登録手話通訳者は、聴障協に実績報告書（様式３）を提出する。

（6） 聴障協は四半期毎（７、１０、１、４月の各１０日まで）に実績を取りまとめ、派遣事業を実施した市町村に対して請求する。（様式４）

【その他の実施方法】

　頻繁に派遣依頼がある等の理由により、上記の方法により実施することが困難な市町村がある場合は、当該市町村と聴障協の協議

により実施方法を別に定めることができる。ただし、市町村に対する請求時期（四半期毎）は変更することができないものとする。

８　派遣利用料

　　「手話通訳者派遣基準」（別紙１）によるものとする。

９　契約方法

　　実施要綱の内容を了承した市町村は、高知県に委任状（別紙２）を提出し、高知県は聴障協と契約を締結する。

　　附　則

　（施行期日）

１　この要綱は平成１８年９月２１日から施行する。

２　この要綱は平成２０年７月８日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

